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国際利用航空運送約款 

第一章 総 則 

 （事業の種類） 

第一条 当社は、航空運送事業者（航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条

第十七項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。）が行う貨物の国際運送又は

当該運送を利用して貨物利用運送事業者が行う貨物の国際運送に係る次の貨物利用運

送事業を行う。 

一 第一種貨物利用運送事業（貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第二

条第七項に規定する事業をいう。） 

二 第二種貨物利用運送事業（同法同条第八項に規定する事業をいう。） 

 （定義） 

第二条 この約款において「国際運送」とは、条約が適用される場合にあっては、条約

の定義に従い、それ以外の場合にあっては、航空運送契約による出発地及び到達地が

本邦及び外国である運送をいう。この場合において、「国」とはその主権、宗主権、

委任統治、権力、又は信託統治の下にある全領域を含むものとする。 

２ この約款において「運送人」とは、航空運送状を発行し、貨物の利用運送を行う者

をいい、この約款又は航空運送状に規定されている責任を制限する規定の適用につい

ては、運送人には、これらの者の代理人、使用人及び代表者を含むものとする。 

３ この約款において「航空運送状」とは、荷送人により又は荷送人に代わり作成され

る荷送人と運送人の間の貨物の国際運送に関する契約を証する書類をいう。 

４ この約款において「荷送人」とは、貨物の国際運送に関して運送人と契約を締結し

た当事者として航空運送状にその名称が記載されているものをいう。 

５ この約款において「荷受人」とは、運送人が貨物を引き渡すべき当事者として航空

運送状にその名称が記載されているものをいう。 

６ この約款において「貨物」とは、運送人により一荷送人から一時に一ヶ所で受託さ

れ、一口として扱われ、一到達地の一荷受人にあてて、一通の航空運送状で運送され
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